
 

角田市監査委員告示第 ４ 号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づき監査を実施し

たので、同条第９項の規定により、その結果を別紙のとおり公表します。 

  

令和２年３月１０日 

 

角田市監査委員 南 部 信 一 

角田市監査委員 湯 村   勇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

㊢ 
角監第  ４６  号 

令和２年３月１０日 

 

 

角田市長 大 友 喜 助 殿 

 

 

 角田市監査委員 南 部 信 一 

 角田市監査委員 湯 村   勇 

 

 

令和元年度定期監査の結果に関する報告について 

地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき監査を実施したので、同条第９項の規定に

より、令和元年度定期監査の結果を次のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１．監査の種類 

 定期監査 （地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づく監査） 

 なお、本監査は角田市監査基準に準拠して実施した。 

 

２．監査の対象部局等及び対象期間 

(第１期) 令和元年４月１日〜同年９月３０日 

総 務 部：総務課、防災安全課、企画財政課、まちづくり交流課、税務課 

市民福祉部：市民課、生活環境課、健康長寿課、社会福祉課(総合保健福祉センター含む。）、 

地域包括支援センター、子育て支援課 

産業建設部：農林振興課、商工観光課、都市整備課、下水道課 

水道事業所 

 (第２期) 令和元年４月１日〜同年１２月３１日 

会計課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局 

 (第３期) 令和元年４月１日〜同年１２月３１日  

教育総務課、学校給食センター、生涯学習課、図書館、郷土資料館  

(全２６か所) 

 

３．監査の日程 

 (第１期) 令和元年１１月１３日（水）から同年１２月２５日（水）まで 

 (第２期) 令和元年１２月１０日（火）から翌年 １月２８日（火）まで 

 (第３期) 令和元年１２月１０日（火）から翌年 ２月１２日（水）まで 



 

４．監査の着眼点 

  本監査の実施に当たり、令和元年度定期監査要領に定める監査の項目のほか、重点項

目として次の事項に留意するものとした。 

 (1) 支払遅延の有無について 

 (2) 違法又は不当な支払いの有無について 

(3) 精算の適否について 

 

５．監査の実施内容 

  本監査は、令和元年台風第１９号の発災に伴い、角田市業務継続計画の基本方針に則

り、非常時優先業務の実施に支障のない範囲で実施した。監査の手法は、支出命令書の

照合、比較、確認及び関係職員に対する質問により行った。 

また、市民福祉部所管分については、監査調書及び起案書、契約書等の財務関係書類

の通査も併せて行った。 

 

６．監査の結果 

監査の対象となった予算及び事務事業の執行については、概ね適正に行なわれている

と認められた。しかしながら、一部において留意を要する事項が見受けられたので、速

やかに是正・改善を検討されたい。各部署における監査の内容及び意見は、別紙のとお

りである。 

なお、監査の過程で見受けられた軽微な事項については、その都度関係職員に改善を

要望したので、記述は省略する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


